
告 示

�愛媛県告示第１７８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第１５条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課及び愛媛県四国中央保健所並びに四国

中央市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

協同組合クリーンプラザ

四国中央市妻鳥町３０４８番地２

代表理事 石川 隆憲

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

四国中央市妻鳥町３０４８番１４及び３０４８番１７

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第７条第３号に規定する汚泥の焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

汚泥

５ 申請年月日

令和３年２月９日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び愛媛県四国中

央保健所

�������
�愛媛県告示第１７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 産業廃棄物処理施設の設置の許可申請の概要等……………………………………………………………………………………………（循環型社会推進課）…１５９

○ 医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………………（保健福祉課）…１５９

○ 指定医療機関の変更……………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 指定医療機関の休止の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 指定医療機関の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６０

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６１

○ 廃川敷地等の発生……………………………………………………………………………………………………………………………………………（河川課）…１６１

○ 基本測量の実施の通知 ………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…１６１

○ 公共測量の実施の通知（２件）………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６１

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…１６１

○ 土地改良区の定款変更の認可………………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…１６１

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…１６２

○ 道路の区域変更（県道瀬田八多喜停車場線）…………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…１６２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６２

監 査 公 表

○ 住民監査請求に係る監査結果公表について…………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…１６２

○ 財政援助団体等監査結果の公表（３件）……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６９

教育委員会告示

○ 愛媛県指定有形文化財の指定及び愛媛県指定無形文化財の保持者の追加認定………………………………………………………………（文化財保護課）…１７２
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�愛媛県告示第１８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

す ぎ 山 ク リ ニ ッ ク 越智郡上島町弓削土生２０
８－１ 令和３年１月７日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
あたらし歯科医院

伊予市米湊８２１－９ 令和２年１１月２０日
（変更前）
新歯科医院

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

植 木 整 形 外 科 宇和島市堀端町２番５号 令和２年１２月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

西 山 眼 科 伊予市灘町１３０－２ 令和２年１２月２９日

峰 産 婦 人 科 伊予郡砥部町宮内８９２ 令和２年１２月２９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

松 田 哲 雄 新居浜市菊本町二丁目１－９ 松田歯科診療所 新居浜市菊本町二丁目１－９ 令和２年１１月２０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

松 田 哲 雄 新居浜市菊本町二丁目１－９ 松田歯科診療所 新居浜市菊本町二丁目１－９ 令和２年１１月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

峰 民 也 伊予郡砥部町宮内８９２ 峰産婦人科 伊予郡砥部町宮内８９２ 令和２年１２月２９日

愛 媛 県 報令和３年２月２４日 第１８３号
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�愛媛県告示第１８７号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局に備え置いて縦覧に供

する。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 河川の名称

二級河川谷川水系谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

令和３年２月２４日

３ 廃川敷地等の位置

左岸 松山市下難波甲５０番３地先から

松山市下難波甲５０番４地先まで

右岸 松山市下難波甲１３６７番２地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。）２７５．０６平方メートル

�������
�愛媛県告示第１８８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（地殻変動補正パラメータ測量）

２ 作業期間 令和３年３月１日から

３１日まで

３ 作業地域 愛媛県全域

�������
�愛媛県告示第１８９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和３年２月１８日から

３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県宇和島市津島町嵐地区

�������
�愛媛県告示第１９０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、八幡浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 令和３年２月８日から

３月３１日まで

３ 作業地域 八幡浜市の一部

�������
�愛媛県告示第１９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市三芳土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和３年２月２４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市新浜土地改良区の定款の変更を認可した。

令和３年２月２４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第１８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

峰 民 也 伊予郡砥部町宮内８９２ 峰産婦人科 伊予郡砥部町宮内８９２ 令和２年１２月２９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 橋 信 � 西条市三芳１０３９番地

〃 川 瀧 信 之 西条市三芳１８１番地２

〃 莖 田 友 茂 西条市三芳１９８１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 原 靖 � 新居浜市東田三丁目２８番地の１３

〃 � 松 好 和 西条市三芳２０２２番地

〃 武 田 秋 義 西条市三芳２０４番地

〃 近 藤 利 夫 西条市三芳１１９０番地

監 事 豊 田 明 夫 西条市三芳２１６７番地２

愛 媛 県 報令和３年２月２４日 第１８３号

１６１
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監 査 公 表

�公表第１号
令和２年１２月１７日付けで提出された愛媛県知事に関する措置請求

について、次のとおり決定した。

令和３年２月２４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

決 定 書

請求人 住所・氏名（略）

令和２年１２月１７日付けで提出された「まじめえひめプロジェクト

第二弾コラボレーション企画実施業務に関する措置請求」について、

次のとおり決定する。

主 文

１ 本件請求のうち責任を有する者に対して懲戒処分を講ずるこ

とを求める部分を却下する。

２ その余の請求は、これを棄却する。

第１ 請求の内容

請求人から提出された愛媛県職員措置請求書によると、請求の

内容は次のとおりである。

１ 請求する措置

愛媛県知事が、「まじめえひめプロジェクト第二弾コラボレ

ーション企画実施業務」（以下「第二弾企画実施業務」という。）

に係る業務委託料として令和２年に支出したもののうち、株式

会社ＸＰＪＰ（代表取締役 渡邉賢一）（以下「ＸＰＪＰ社」

という。）につき金２５，０００，０００円の返還を命じることを怠る行

為は違法である。よって、ＸＰＪＰ社らに対し上記金額を愛媛

県に返還するよう命じることを求めるほか、違法な公金支出に

ついて責任を有する者に対して、当該損害の補填や懲戒処分そ

の他の必要な措置を講ずるよう愛媛県知事に勧告することを愛

媛県監査委員に求める。

併せて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２５２条の４３第１項の規定により、当該請求に係る監査

について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく

監査によることを求める。

２ 請求の理由

�愛媛県告示第１９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和３年２月２４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第４１号

令和３年２月１５日
伊予市米湊字大角藏１５７５番、１５７６番８、１５７８番、１５７５番地先農道

松山市勝山町二丁目４番地７

株式会社 ミツワ都市開発

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
八幡浜市日土町６番耕地３４５３番２から

同市日土町６番耕地３４６８番１まで

旧 ６．１～１３．２ ０．０４６

新 ８．６～３４．３ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線
八幡浜市日土町６番耕地３４５３番２から

同市日土町６番耕地３４６８番１まで
令和３年２月２４日
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� 知事に勧告することを求めることについて

事実証明書の記載によれば、愛媛県知事は「第二弾企画実

施業務」をＸＰＪＰ社に委託し、このために支出された公金

はＸＰＪＰ社につき、令和２年２月７日に金１５，０００，０００円、

同年４月２８日に金１０，０００，０００円である。

事実証明書「５ 別記１枚」によれば、「参加事業者５社

による「第二弾企画実施業務の委託に係る企画競争」を行い、

審査委員会での審査によって上記事業者を委託候補者と決定

したため」、ＸＰＪＰ社と一者見積りによる随意契約を締結

した。「まじめえひめプロジェクト第二弾コラボレーション

企画実施業務 企画競争 審査要領（以下「審査要領」とい

う。）」によれば、審査委員会の構成員は、Ａ（愛媛県企画

振興部政策企画局長）、Ｂ（同政策企画局総合政策課長）、

Ｃ（同広報広聴課長）、Ｄ（同経済労働部観光交流局観光物

産課長）、Ｅ（同企画振興部政策企画局プロモーション戦略

室長）という愛媛県庁職員である。審査結果によれば、業務

内容の理解度、提案内容の優良性、提案内容の独創性、業務

成果の中立性、業務遂行の安定性、専門知識、経費という審

査項目のいずれにおいても、ＸＰＪＰ社の提案は他社より優

れていると審査委員会は判断し、同社との委託契約を締結し

た。

ＸＰＪＰ社の提案内容とは、「まじめえひめプロジェクト

第二弾コラボレーション企画実施業務 企画提案書（以下

「企画提案書」という。）」によれば、「スマートフォンユ

ーザーを強く意識したランディングページを新設」、「オリ

ンピックに合わせて国民の関心が高まる様相を科学的に予測

しプロモーションを実施」、「オークリー社と連携」、「サ

イクリング、野球等のオリンピック競技とフィッシング等の

アウトドア分野でブランディング」、「オークリー社製サン

グラスをキーアイテムに「まじめえひめ」をプロモーション」、

「「まじめえひめ」の印象づけ戦略を後押しするためにオー

クリー社より「ＯＮまじめ用メガネ」と「ＯＦＦまじめ用サ

ングラス」を特別調達しイメージアップを図ります」、「プ

ロ・マウンテンライダーの永田隼也氏とオークリー社契約選

手と連携したＰＲ」、「スターウォーズ、MARVELで世界

中から称賛される「こうじょう雅之」氏と連携」、「YouTube

True View広告、ＧＤＮ広告を活用し効果的にターゲッティ

ング」、「ターゲット層に対して４８０万表示を目指し、プロ

モーションを展開します ２万クリック保証（ＷＥＢ訪問者）」

等というものである。

当初の見積書（２０１９年８月１４日）によれば、オークリー連

携費（事業開発費一式）として金５，０００，０００円、ＷＥＢ広告

掲載費（ＧＤＮ）として金１，０００，０００円、コンテンツ連携費

（キャラクター連携費 等）として金３，０００，０００円が計上さ

れていた。ところが、３箇月後の見積書（２０１９年１１月１５日）

によれば、オークリー連携費（事業開発費 一式）が金２，００

０，０００円に削減されると共に、ＷＥＢ広告掲載費（ＧＤＮ）

とコンテンツ連携費（キャラクター連携費 等）が項目ごと

消失し、それらに充当されるはずであった合計金７，０００，０００

円もの公金が、ＷＥＢ広告掲載費（YouTube）と事務局委託

費（記者会見依託費 等）に流用されている。その結果、Ｗ

ＥＢ広告掲載費（YouTube）は当初の金４，０００，０００円から金

９，０００，０００円と２倍以上に跳ね上がり、事務局委託費（記者

会見依託費 等）は当初の金１，０００，０００円から金３，０００，０００円

へと３倍増となった。

それだけでは終わらず、令和２年１月６日付け「まじめえ

ひめプロジェクト第二弾コラボレーション企画実施業務 変

更計画書」（以下「業務変更計画書」という。）によれば、

オークリー連携費が金０円と消失し、ＷＥＢ広告掲載費は金

４，０００，０００円も減額されている。それらに充当されるはずで

あった合計金６，０００，０００円もの公金は、今度は「製作費２」

という詳細不明の新たな項目が設けられた上でそこに金５，００

０，０００円が計上されるとともに、事業プロデュース費と一般

管理費にそれぞれ金５００，０００円が加算されるという操作が行

われた。このように事業内容とそれに充当される予算に著し

い変更が行われたにもかかわらず、委託料としての総予算額

の金２５，０００，０００円は変わらないままである。

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号。以下「地財法」とい

う。）第４条第１項は「地方公共団体の経費は、その目的を

達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出し

てはならない」旨を規定している。

ＸＰＪＰ社は自社の都合により当初の事業内容を勝手に変

更したのであるから、見積書（２０１９年１１月１５日）の時点で、

オークリー連携費（事業開発費一式）、ＷＥＢ広告掲載費

（ＧＤＮ）、コンテンツ連携費（キャラクター連携費等）に

計上されるはずであった合計金７，０００，０００円は、これは他の

業務に流用されてよいものではなく、愛媛県に直ちに返還さ

れるべき公金である。また、このような大幅な業務変更、す

なわち企画競争の仕様書に明記された業務内容とは全く異な

る業務内容への変更を承認した愛媛県の責任も重大である。

会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３第１項、法第２３

４条第１項及び第２項、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の２、予算決算及

び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条の６、愛媛県会計

規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１４６条から第１４８条まで

は随意契約を厳しく制限している。財務大臣通達『公共調達

の適正化について』（平成１８年８月２５日付け財計第２０１７号）

もまた以下のとおり規定しており、当該財務会計行為は、行

政の裁量を逸脱した違法又は不当な行為である。

財務大臣通達『公共調達の適正化について』

１ 入札及び契約の適正化を図るための措置

� 随意契約による場合

①に掲げる区分に照らし、随意契約によらざるを得な

い場合を除き、原則として一般競争入札（総合評価方式

を含む。）による調達を行うものとする。

また、従来、競争性のない随意契約を行ってきたもの

については、②に掲げる区分に照らし、一般競争入札

（総合評価方式を含む。）又は企画競争若しくは公募を

行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとす

る。ただし、①又は②の例示に該当しないものであって

その他これに準ずるものと認められるものについては、

同様に取扱うものとする。

なお、予定価格については、競争入札に付する場合と

同様一層適正な設定に努めるものとする。

（注１）「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提
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出を求め、その内容について審査を行う方法を

いう。

（注２）企画競争を行う場合には、特定の者が有利と

ならないよう

イ 参加者を公募すること、

ロ 業者選定に当たっては、業務担当部局だけで

なく契約担当部局も関与する必要があること、

ハ 審査に当たって、あらかじめ具体的に定めた

複数の採点項目により採点を行うこと、

等により、競争性及び透明性を担保するものとする。

（引用ここまで）

そもそも当該委託業務の内容は、「審査要領」によれば、

以下のとおりである。

� コラボレーション企画の立案業務

・既に全国的な認知を獲得している企業やブランド、

コンテンツとのコラボレーション企画を立案するこ

と。

・統一コンセプト発表会以降、“まじめ”のイメージ

付けで使用してきたメガネ、スーツ等の“まじめ”

連想アイテムを組み合わせること。

� ＰＲ資材等の制作及びプロモーションの実施業務

・コラボグッズ等のＰＲ資材等を制作すること。

・効果的に「まじめえひめ」の認知を獲得するため、

デジマケ等の手法を活用しながら、話題性のあるプ

ロモーションを実施すること。

愛媛県はこうした仕様に基づいて企画競争を行い、ＸＰ

ＪＰ社を委託業者として選定したわけだが、当該事業者は

提案した企画を全く守っておらず、実施してもいない。オ

ークリー社と連携、サイクリング、野球等のオリンピック

競技とフィッシング等のアウトドア分野でブランディング、

オークリー社製サングラスをキーアイテムに「まじめえひ

め」をプロモーション、オークリー社より「ＯＮまじめ用

メガネ」と「ＯＦＦまじめ用サングラス」を特別調達、プ

ロ・マウンテンライダーの永田隼也氏とオークリー契約選

手と連携したＰＲ、スターウォーズ、MARVELで世界中

から称賛される「こうじょう雅之」氏と連携、ＧＤＮ広告

を活用し効果的にターゲッティング、２万クリック保証等、

こうした企画提案によって企画競争に競り勝って業務を委

託されておきながら、契約後に全てを反故とするような大

幅な事業内容の変更をしたのであるから、これは重大な契

約違反である。法的に適正な手順に則るならば、企画のメ

イン業務であるオークリー社との連携が不可能になった時

点で、愛媛県はＸＰＪＰ社との契約を解除し企画競争入札

をやり直すべきだったのである。

企画競争によって選ばれた事業者がその企画をいとも簡

単に破棄できて、当初の業務計画とは全く別の業務を行い、

行政もそれを承認するということが許されるのであれば、

これは公共調達における適正の根幹を揺るがせる事態であ

る。したがって当該随意契約は、施行令第１６７条の２第１

項第２号及び愛媛県会計規則第１４７条第１項第６号の解釈

適用を誤った違法又は不当な契約の締結・履行に該当する。

ＸＰＪＰ社による委託業務が重大な契約違反であること

は、企画提案書に明記された「２万クリック保証（ＷＥＢ

訪問者）」という契約が守られていないことからも明らか

である。「企画提案書」の「YouTube True View広告、

ＧＤＮ広告を活用し効果的にターゲッティング」によれば、

YouTubeでのクリック率を０．５０％、「４３００クリック想定

（ＷＥＢ訪問者）」、広告視聴単価を金５．００円と見積もり、

金４，０００，０００円の広告掲載費を計上している。それと共に

Googleへの出稿も明記し、クリック率を０．５０％、「２万

クリック保証（ＷＥＢ訪問者）」、平均単価を金５０円と見

積もり、金１，０００，０００円の広告掲載費を計上している。前

述したように、ＷＥＢ広告掲載費は最高で金９，０００，０００円

もの計上がなされた後修正され、「収支決算書」では金５，

０００，０００円が計上された。

ところが、「まじめえひめプロジェクト第二弾コラボレ

ーション企画実施業務実績報告書（以下「実績報告書」と

いう。」によれば、最も表示回数の多い新宿区でさえ表示

回数は４６７，３６４回に止まり、クリック率は０．１０％しかなく、

逆に平均クリック単価は金８１０円と高騰している。愛媛県

内のトップである松山市においても表示回数は、１，１１８，７０

１回しかなく、クリック率は０．１２％と低調で、逆に平均ク

リック単価は金８８１円と高騰している。

「企画提案書」に明記された「２万クリック保証（ＷＥ

Ｂ訪問者）」という見積りが、いかに根拠のない杜撰な想

定に基づいていたかが分かる数値である。このような業務

がまかり通るのであれば、企画競争の場においていくらで

も虚偽の提案を行い、審査委員会から高評価を勝ち取った

上で契約を結び、その上で全ての計画を自社の都合に合わ

せてどのようにでも変更してもよいことになる。法的にも

社会通念上も、このようなことは許されるべきではない。

仮に、ＸＰＪＰ社による委託業務が充分な成果を上げた

と判断される場合であっても、それならば当初の「企画提

案書」に明記された種々の業務はいずれも不要なものであ

ることが、論理的な帰結によって証明されることとなる。

ＸＰＪＰ社が当該委託業務において行ったプロモーション

業務の実質は、YouTubeに有料広告を出稿しただけである。

オークリー社と連携、サイクリング、野球等のオリンピ

ック競技とフィッシング等のアウトドア分野でブランディ

ング、オークリー社製サングラスをキーアイテムに「まじ

めえひめ」をプロモーション、オークリー社より「ＯＮま

じめ用メガネ」と「ＯＦＦまじめ用サングラス」を特別調

達、プロ・マウンテンライダーの永田隼也氏とオークリー

契約選手と連携したＰＲ、スターウォーズ、MARVELで

世界中から称賛される「こうじょう雅之」氏と連携、ＧＤ

Ｎ広告を活用し効果的にターゲッティング、２万クリック

保証等、これらの絢爛豪華な業務案は最初から不要だった

ということであり、そのために計上を予定していた予算も

要らなかったのである。

つまりは、もっと安く単純な業務で目標を達成できたの

であり、愛媛県がＸＰＪＰ社による委託業務を承認したと

いうことは、愛媛県もまた当該委託業務がもっと安く単純

な業務で目標を達成できたことを承認しているということ

である。それならば最初の企画競争の段階において、もっ

と安く単純な業務で遂行できる業者を選定すべきであった。
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「読売新聞」（２０２０年１０月３０日）が報じたように、ＸＰ

ＪＰ社による委託業務に金２５，０００，０００円を投じても、愛媛

県の公式インスタグラムのフォロワーは約１，５００人にとど

まっている。そのため、「影響力のある女性インフルエン

サー４人を「まじめ媛」として起用し、若い女性をターゲ

ットにフォロワー数の増加を目指す」というプロモーショ

ンを始めた。

重ねて述べるが、ＸＰＪＰ社による当該事案が許される

のであれば、愛媛県が行う企画競争においては、企画提案

者によるプレゼンテーションの場においてどれほど実現不

可能な企画を提案しようとも構わないという前例になる。

本件公金支出は、必要のない公金支出を違法とする法第２３

２条第１項に違反し、自治体は最少の経費で最大の効果を

上げる必要があるとする法第２条第１４項にも違反し、自治

体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度

を超えて支出することができないとする地財法第４条第１

項の各規定に違反する違法な公金支出に該当するものであ

る。愛媛県がこのような業務を承認した事実は、愛媛県が

遵法意識に欠けた、驚嘆すべき無法地帯であることの証左

である。

地財法第４条第１項は「地方公共団体の経費は、その目

的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを

支出してはならない」旨を規定している。したがって、本

件支出がなかったら目的が達成できなかったと証すること

ができなければ、違法又は不当な公金の支出であり愛媛県

が損害を被ったと言わざるを得ない。

（中略）

第二弾企画実施業務は、第一弾の失敗を認めることなく

継承された無駄な事業であり、それにかかった経費は必要

のない出費である。

観光庁による宿泊旅行統計調査によれば、令和２年４月

の愛媛県宿泊施設タイプ別客室稼働率は前年同月差で－３９

．９％と大幅に下落し、全国的にも延べ宿泊者数は令和２年

１月以降は急激な下落が続いており、観光客誘致にとって

厳しい状況はこの先も続くと予想されているのである。そ

のような状況下にあって、毎年多額の予算を投入して「大

型プロモーションプロジェクト」を推進するのは、行政の

裁量を逸脱した違法又は不当な行為である。

ＸＰＪＰ社は、当該事業にかかる事業変更につき「まじ

めえひめプロジェクトに係る各種報道等の状況を踏まえ、

プロモーション内容を見直す必要が生じたため」という理

由で「業務変更計画書」を提出し、愛媛県の承認を得てい

る。また、第二弾企画実施業務完了検査結果についても、

愛媛県は「令和元年１１月２６日付けで委託契約を締結したま

じめえひめプロジェクト第二弾コラボレーション企画実施

業務について、委託契約書第１０条第２項の規定に基づき完

了検査を行った結果、適正と認められるため通知いたしま

す」としている。これをもとにして愛媛県監査委員はおそ

らく、当該財務会計行為に不当性や違法性は認められない

との認識を示し、当該住民監査請求を棄却すると思料する。

しかしながら、随意契約における不正のほとんどは仕様

書の恣意的な作成等によって組織的に行われている。まさ

に当該事業のように企画競争に外部審査員を加えることな

く、審査員を全て利害が一致する身内の愛媛県職員で独占

させるといった閉鎖性こそが不正の温床となるのである。

透明性も公平性も担保されていない制度設計の下での企画

競争によってＸＰＪＰ社を選定し、違法又は不当な業務変

更をも承認したという事実は、特定の民間事業者へ特別の

便宜を図ろうとする意志を強く持った組織的な行為と思料

され、公務員としての遵法精神に欠ける極めて問題のある

行為である。

ＸＰＪＰ社の代表取締役である渡邉賢一は、「事業の統

括責任者・従事予定者一覧表」によれば、２０１８年と２０１９年

に愛媛県デジタルマーケティング・インバウンド誘客促進

事業総合プロデューサーを務めている。このような役職に

あった者が、愛媛県の公共事業に自らが代表取締役を務め

る企業を参加させるというのは、いわゆる利益誘導に他な

らない。そして愛媛県もまた、デジタルマーケティング・

インバウンド誘客促進事業総合プロデューサーを務めてい

る渡邉賢一が代表取締役である企業であると認知しながら

当該事業を委託したのである。これはむしろ、ＸＰＪＰ社

に事業委託をする目的のために、審査員が全員愛媛県職員

であるという公平性を欠いた企画競争を実施したのだと考

えた方が合理的である。

（中略）

そして、Ｅはプロモーション戦略室長という立場で、企

画競争の審査員としてＸＰＪＰ社の選定に関与し、業務を

委託したのである。この事実は、両者の間に行政の裁量を

逸脱した違法又は不当な関係があると疑わせるに十分であ

る。また、このような癒着が疑われることがないよう透明

かつ公平な制度設計をした上で企画競争を実施するのが当

然の義務であるはずだが、それをしていないということは

やはり不正があるとみなすのが合理的な判断である。

（中略）

ＸＰＪＰ社は「実績報告書」の中で、「「まじめえひめ」

新作動画の広告展開―１０８万視聴を超える高アクセス―」

と成果を報告しているが、それは単に動画の再生回数やマ

スコミ報道の回数にすぎず、特定の民間事業者にのみ利益

をもたらすものにすぎない。金２５，０００，０００円もの予算を投

入しながら、本当にメディア掲載の効果で愛媛県への観光

客が増えたかの効果は何ら実証されておらず、観光庁によ

る統計では観光客は激減しているのが現状である。

本件公金支出は、必要のない公金支出を違法とする法第

２３２条第１項に違反し、自治体は最少の経費で最大の効果

を上げる必要があるとする法第２条第１４項にも違反し、自

治体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限

度を超えて支出することができないとする地財法第４条第

１項の各規定に違反する違法な公金支出に該当するもので

ある。

よって、本件請求人は、愛媛県監査委員が、上記事実証

明書記載の違法な公金支出について責任を有する者に対し

て、当該損害の補填を求めるほか、不当利得者に不当利得

を返還させ、責任を有する職員への懲戒処分その他の必要

な措置を講ずるよう愛媛県知事に勧告することを求める。

� 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に

よることを求めることについて
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住民監査請求の分野においては、従来の監査委員の制度は、

全く機能しておらず、信用できないので、個別外部監査契約

に基づく監査を求める必要がある。

注１ 「１ 請求する措置」については、請求の趣旨を損なわ

ない範囲で整理し直すとともに、整理の都合上、請求内容

の項目ごとに番号を付すこととした。

２ 「２ 請求の理由」については、明らかな誤字脱字を除

いて原則原文のまま記載した。

なお、本請求人による過去の請求書と同一内容の箇所に

関しては、省略した。

第２ 請求の受理

本件請求は郵送により提出がなされ、令和２年１２月１８日に監査

事務局に到達したことから同日付けで受け付け、要件審査の結果、

法第２４２条に定める要件を具備していると認め、同月２８日これを

受理した。

第３ 個別外部監査契約に基づく監査の求めについての判断

１ 個別外部監査契約に基づく監査の請求

請求人は、「住民監査請求の分野においては、従来の監査委

員の制度は、全く機能しておらず、信用できないので、個別外

部監査契約に基づく監査を求める必要がある。」として、個別

外部監査契約に基づく監査を求めている。

２ 個別外部監査契約に基づく監査に付さなかった理由

外部監査制度が設けられた趣旨は、地方公共団体の組織に属

さない外部の専門的な知識を有する者による外部監査を導入す

ることにより、当該団体における監査制度の独立性と専門性を

一層充実させることである。

本件請求は、第二弾企画実施業務に関する業務委託に係る契

約の締結又は履行に関するものであり、その財務会計上の違法

性等についての判断を行うに当たって、特に監査委員の監査に

代えて外部の者による判断を必要とし、あるいは、特に専門的

な知識や判断等を必要とする事案ではないと考えられることか

ら、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を

実施することが相当であるものとは認められない。

第４ 監査の実施

１ 監査の対象事項の特定

請求人が提出した請求書及びその事実を証する書面から判断

して、次に掲げる事項を監査対象事項とした。

� 第二弾企画実施業務に係る企画提案型プロポーザル実施時

の企画提案書と異なる契約締結が、違法又は不当な契約締結

といえるかどうか。

� 第二弾企画実施業務に係る支出が、愛媛県の損害といえる

かどうか。

２ 証拠の提出及び陳述

請求人に対して、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和２

年１２月２８日に補足資料の提出及び陳述の機会を設けたところ、

請求人からこれを行わない旨の申し出があった。

３ 監査実施日

令和３年１月２１日に監査を実施するとともに、必要に応じ関

係職員から説明を聴取し、関係資料、証拠書類等の確認を行っ

た。

４ 監査対象機関

愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課を対象に監査を実施

した。

第５ 監査の結果

１ 事実関係

関係書類等の調査及び広報広聴課職員からの聴取により次の

事項を確認した。

� 委託業務の内容について

機運の高まりが想定される「スポーツ」をテーマに、全国

における「まじめえひめ」の認知度向上と浸透・定着を図る

ため、スポーツを“支える”“応援する”にスポットを当て

て、「まじめ」をイメージさせる動画を活用したデジタルプ

ロモーションを実施するものである。

� 第二弾企画実施業務について

募集公告 令和元年７月１７日

企画提案審査会 令和元年８月２２日

企画提案の内容 企画概要、制作物の内容、成果把握、追加提案、

スケジュール、実施体制

契約日及び契約

金額

令和元年１１月２２日

２５，０００，０００円（財務会計行為①）

業務計画書の承

認

令和元年１２月５日

業務変更計画書

の承認

令和２年１月８日

前払日及び支払

金額

令和２年２月７日

１５，０００，０００円（財務会計行為②）

実績報告書提出

日

令和２年３月１９日

検査日 令和２年３月１９日

精算払日及び支

払金額

令和２年４月２８日

１０，０００，０００円（財務会計行為③）

委託の期間 令和元年１１月２２日～令和２年３月３１日

経費積算 動画制作、ＷＥＢ広告、発表会実施等について、

事前に参考見積を徴して積算

委託先の選定 令和元年７月１７日から企画提案募集を開始し、応

募のあった５者の企画を「審査要領」に基づき審

査した結果、最優秀企画提案者となったＸＰＪＰ

社を委託先として選定

支出金額の内訳 ①事業プロデュース ２，０００，０００円

②スポーツ×まじめえひめコンセプト動画制作

７，０００，０００円

③スポーツ（アクティビティ）動画制作

５，０００，０００円

④ＷＥＢ広告掲載 ５，０００，０００円

⑤記者発表、ＰＲ資材制作 ３，０００，０００円

⑥一般管理費（諸経費） ７２７，２７３円

⑦消費税及び地方消費税 ２，２７２，７２７円

合計 ２５，０００，０００円

提出された成果

品

仕様書「９成果品」に定める提出物

・実績報告書（Ａ４判）

紙媒体２部及び電子媒体（ＤＶＤ－ＲＯＭ）

２枚

・動画を制作する場合は、当該動画を収めたＤＶ

Ｄ－ＲＯＭ ２枚
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２ 結果

前記１の事実関係を踏まえた本件請求の監査結果は、次のと

おりである。

請求人は、企画競争によって選ばれた事業者がその企画をい

とも簡単に破棄できて、当初の業務計画とは全く別の業務を行

い、行政もそれを承認するということが許されるのであれば、

これは公共調達における適正の根幹を揺るがせる事態である。

したがって当該随意契約は、施行令第１６７条の２第１項第２号

及び愛媛県会計規則第１４７条第１項第６号の解釈適用を誤った

違法又は不当な契約の締結・履行に該当すると主張している。

また、請求人は、本件公金支出は、必要のない公金支出を違

法とする法第２３２条第１項に違反し、自治体は最少の経費で最

大の効果を上げる必要があるとする法第２条第１４項にも違反し、

自治体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度

を超えて支出することができないとする地財法第４条第１項の

各規定に違反する違法な公金支出に該当するものであり、本件

支出がなかったら目的が達成できなかったと証することができ

なければ、違法又は不当な公金の支出であり愛媛県が損害を被

ったと言わざるを得ないと主張している。

これらの点について、監査の対象事項の特定に基づき財務会

計行為ごとに次のとおり検討する。

� 第二弾企画実施業務に係る企画提案型プロポーザル実施時

の企画提案書と異なる契約締結が、違法又は不当な契約締結

といえるかどうか。

ア 契約締結（令和元年１１月２２日）について

� 広報広聴課の説明

まじめえひめプロジェクト第二弾コラボレーション企

画実施業務企画提案募集要領（以下「募集要領」という。）

「８委託契約�」で、「契約については、選定された企
画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、契約

候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調

整を行い、県と契約候補者の双方が合意に至った場合に、

契約候補者から見積書を徴し、県が定めた予定価格の範

囲内であることを確認し、委託契約を締結する。その際、

協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する

場合がある。」としている。

また、仕様書４で「委託業務全般において、愛媛県戦

略的ブランディングプロデューサー（以下「プロデュー

サー」という。）である おちまさと氏の監修を受ける

ものとする。」とし、同５で「具体的な実施内容につい

ては、企画提案のあった内容を基に愛媛県及びプロデュ

ーサーと協議の上、別途委託契約書に定める「業務計画

書」において、事業スキームや事業スケジュール等を盛

り込んだ「事業企画書」として決定するものとする。」

としている。

これらの規定に基づき、令和元年９月５日、県、プロ

デューサー及び契約候補者（ＸＰＪＰ社）と東京都にお

いて協議を行い、プロデューサーから統一コンセプトで

ある「まじめ」を更にイメージさせる内容についての提

案があり、契約候補者から「トップのスポーツ選手を取

り上げるというよりも、その裏でスポーツを頑張って支

えている人々にスポットを当てる」との修正の方向性に

ついて提案があり、県及びプロデューサーが同意した上

で、知事等による記者発表やメディアリリースを行うと

ともに、オークリー社連携を大々的に打ち出した企画内

容を減らし、スポーツを支える人々にスポットを当てた

動画によるプロモーションを強化する内容に事業計画を

変更し、令和２年１１月２２日付けで契約を締結したもので

ある。

見積額については、上記の事業計画の変更に伴い、オ

ークリー社連携に係る経費、墨絵画家を起用したキャラ

クター等との連携に係る経費及びオークリー社連携が大

々的に掲載されたホームページに閲覧者を誘導するＷＥ

Ｂ広告費（ＧＤＮ）を減額し、制作した動画を視聴して

もらうためのＷＥＢ広告掲載（YouTube）に係る経費及

び記者発表の内容やＰＲ資材を充実させる経費を増額し

たものである。

規定に基づいて協議を実施し、県、プロデューサー及

び契約候補者が合意の上で、適正に事業内容を変更する

とともに、「まじめえひめ」の認知度向上という事業目

的を達成するため上限額の範囲内で積算内容を見直しす

ることは合理的であり、減額した契約や契約の中止を行

う必要はないと判断したものである。

� プロポーザル方式による委託契約の締結

そもそも、プロポーザル方式とは、複数の事業者から

企画提案を提出させ、提案内容を審査し、企画内容や業

務遂行能力が最も優れた者を契約の候補者として選定す

る方式であり、あくまで、委託にふさわしい事業者や人

を選ぶ方法であるとされる。一般的には、具体的企画提

案まで求めないので、企画提案に拘束されることはなく、

発注者と事業者との共同作業により設計を進めるため、

発注者の意見や要望が反映できるとされる。

プロポーザル方式により委託契約を締結するにあたり、

愛媛県は、募集要領の「８委託契約�」において、その
ことを企画提案の募集時にあらかじめ明示している。

なお、今回の業務はプロポーザル方式により契約候補

者を決定したものであるが、選考そのものは、審査要領

に基づき適正に実施されていた。

また、委託候補者決定後は、令和元年８月２８日付でＸ

ＰＪＰ社に対して審査結果に併せて、「今後は、本県の

仕様書に定める以外の提出物

・ポスター（Ｂ１） 計４００枚

「自転車」「車いす」「応援」「グランド整備」

の４種類を各１００枚

委託先が県に納品

・ロールバナー １６本

注 請求に係る財務会計行為は、令和元年１１月２２日付けの契約締結、

令和２年２月７日の前金の支出、令和２年４月２８日の残金の支出

の三つである。

契約の締結行為については、１年を経過した後に請求された財

務会計行為であるため、住民監査請求の対象外であるから却下す

べきものであるが、契約代金の支出にあたり、契約行為に重大か

つ明白な瑕疵がある場合は、その違法性が契約代金の支出にも承

継されることから、あえて却下せず、契約行為のうち契約金額の

妥当性を中心に監査した。
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戦略的ブランディングプロデューサーを交えて、貴社の

提案をもとに詳細な内容について協議・調整を行い、双

方が合意に至った場合に委託契約を締結することになり

ますので、御了知願います。」と通知がなされていた。

イ 契約金額について

令和元年１１月２２日に契約を締結しているが、契約候補者

となったＸＰＪＰ社から新たに見積書を徴し、愛媛県が定

めた予定価格の範囲内であることが確認されており、新た

な見積書の内容から募集要領の「８委託契約�」に従って、
提案内容に沿って契約内容についての協議・調整が行われ

たものと推認され、企画提案内容の一部を変更したものと

認められる。

契約金額については、２５，０００，０００円の予定価格に対し、

業者の見積額２５，０００，０００円での契約であるが、予定価格の

範囲内の契約金額である。

なお、当該委託契約書附属の仕様書においても、「具体

的な実施内容については、企画提案のあった内容を基に愛

媛県及びプロデューサーと協議の上、別途委託契約書に定

める「業務計画書」において、事業スキームや事業スケジ

ュール等を盛り込んだ「事業企画書」として決定するもの

とする。」と規定しており、企画提案募集時の企画提案書

の内容がそのまま実現するものではないことは明らかであ

る。

以上のことから、プロポーザル実施時の業者提案内容と同

じ企画内容で本件契約が締結されていないものの、企画提案

内容の一部を変更したのは、協議等の結果に基づくものであ

り、契約候補者から新たに見積書を徴し、愛媛県が定めた予

定価格の範囲内であることが確認できることから、契約締結

に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。また、契約

代金の支出に承継される違法性及び不当性はないと判断され

る。

� 第二弾企画実施業務に係る支出が、愛媛県の損害といえる

かどうか。

ア 広報広聴課の説明

� 前払金の支出（令和２年２月７日）について

前払金１５，０００，０００円の支出については、ＸＰＪＰ社か

ら、「１２月上旬から撮影隊が現地（愛媛県）入りして動

画制作するとともに、ウェブサイトについても並行して

制作を進めており、それに係る交通費、取材費等の諸経

費の支払い（７，５００，０００円）が発生する」「動画の視聴

を促す広告配信費について、２月上旬からの広告配信を

予定しており、広告プラットフォーム企業（Google）

への支払い（７，５００，０００円）を事前に行う必要がある」

との理由により、令和２年１月６日付けで委託契約書第

１２条に基づく委託料前金払請求書の提出があり、動画等

の制作や広告の配信に必要不可欠な支出であると認めら

れることから、同年１月１７日付けで前金払を承認し通知

するとともに、同年２月７日付けで支出した。

上記のとおり、事業計画の変更手続については募集要

領及び仕様書に基づき適正に行ったもので、行政の裁量

を逸脱した違法又は不当な行為とはいえず、また、委託

事業者の事業執行のために必要な経費の前金払いについ

ては、委託契約書に基づき必要最低限の経費の支払いを

適正に行ったものである。

� 精算金の支出（令和２年４月２８日）について

第二弾企画実施業務の企画提案時点と契約締結時点で

の企画内容の相違については、募集要領８�、仕様書４
及び５に基づき、県、プロデューサー及び事業者が十分

な協議を行った上で改善したものである。

また、令和２年１月の業務変更計画の承認手続きにつ

いては、「まじめえひめ」に関する報道等の影響を踏ま

え、仕様書４の規定に基づき、県、プロデューサー及び

委託事業者と十分な協議を行った上で、業務計画の変更

に至る経緯はやむを得ない理由があり、変更後の内容は

事業目的の達成に効果的であることから、委託契約書第

８条の規定に基づき、適切に手続きを行ったものであり、

行政の裁量を逸脱した違法又は不当な行為とはいえない。

業務変更計画の承認に当たっては、スポーツを切り口

に「まじめえひめ」の認知度向上を図ろうとする企画の

根幹が変わるものではなく、「まじめえひめ」に関する

報道等の影響を踏まえて適切に企画内容を変更したもの

であるとともに、委託先であるＸＰＪＰ社は、本県のみ

ならず福島県や栃木県、スポーツ庁等で動画を使った効

果的なプロモーションの実績が数多くあり、「まじめえ

ひめ」の認知度を向上させるという事業目的を達成する

ため、変更後の計画に沿って円滑に業務を執行できる能

力を有することから、委託契約書第１３条の各号に該当せ

ず、契約の解除を行わなかったものである。

また、変更後の業務計画に係る経費積算については、

業務内容の変更に伴って、オークリー社連携に係る経費

を削減するとともに、ＷＥＢ広告掲載（YouTube）を減

額調整し、スポーツを“する”を表現した動画の制作に

係る経費を増額したものであり、「まじめえひめ」の認

知度を向上させるという事業目的を達成するために必要

と認められることから契約金額の減額を行わなかったも

のである。

イ 損害の発生

委託は、普通地方公共団体が行う業務を、当該団体が直

接実施せず、他の機関又は特定の者に委託して実施させる

契約である。委託の目的は、特定の仕事の完成や、事務の

処理など様々であり、委託の対価である委託料は、定めら

れた仕事の完成を目的とする業務にあってはその仕事の成

果に対して支払われ、事務の処理を目的とする業務にあっ

ては成果にかかわりなくその事務処理に対して支払われる

こととなる。

このような委託契約及び委託料の性格に照らすと、委託

契約に係る受託者は、委託者に対し、契約に定められた事

務処理又は仕事の成果を委託者に提供する契約上の義務を

負う。逆に、委託者は、受託者に対し、上記の契約上の義

務が履行されれば、契約に定めた委託料の支払義務を負う

ものである。

本件委託契約では、仕様書４の規定に基づき、県、プロ

デューサー及び委託事業者との協議により、事業実施内容

が変更となっているが、本件委託契約及び業務変更計画書

並びに県との協議に基づきＸＰＪＰ社が本件事業に関する

業務を行ったものと認められることに照らすと、「まじめ
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えひめ」の認知度を向上させるという目的に沿った事業を

実施しており第二弾企画実施業務に係る支出により、愛媛

県に請求人が主張する損害が発生したとは認められない。

以上のことから、今回の公金支出に違法又は不当な点は認め

られないため、必要な措置を講ずるよう愛媛県知事に勧告を求

める請求人の主張には理由がない。

第６ 結論

以上のとおり、本件契約に関し、ＸＰＪＰ社に対する支払には

根拠があり、財務会計上、違法若しくは不当に契約を締結し又は

公金を支出した事実があったとは認められない。

また、責任を有する者に対して懲戒処分を求めることは、法第

２４２条第１項に規定する請求対象措置に含まれていないため、住

民監査請求の対象とはならないので却下し、その余の請求につい

ては棄却する。

よって、主文のとおり決定する。

令和３年２月８日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

�������
�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和３年２月２４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 済 美 学 園 令和２年１１月２６日

学 校 法 人 勝 山 学 園 〃

学 校 法 人 た か ら 学 園 〃

宇 和 島 市 〃

西 予 市 〃

四 国 中 央 市 〃

一般社団法人愛媛県トラック協会 〃

一 般 社 団 法 人 今 治 市 医 師 会 〃

一般財団法人創精会松山記念病院 〃

特 定 非 営 利 活 動 法 人 み こ と 会 〃

愛 媛 県 職 業 能 力 開 発 協 会 〃

八 幡 浜 商 工 会 議 所 〃

公 益 社 団 法 人 愛 媛 県 畜 産 協 会 〃

西 予 市 森 林 組 合 〃

住友林業株式会社新居浜山林事業所 〃

社 会 福 祉 法 人 潤 和 会 〃

社 会 福 祉 法 人 日 親 会 〃

社 会 福 祉 法 人 双 海 夕 な ぎ 会 〃

公益財団法人えひめ産業振興財団 令和２年１２月１８日

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和２年１２月２１日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 〃

愛 媛 県 森 林 組 合 連 合 会 令和２年１２月２３日

公益財団法人えひめ農林漁業振興機構 〃

一般財団法人愛媛県廃棄物処理センタ
ー 〃

（監査の結果）

令和元年度において実施された上記団体に対する次の補助金等に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね

良好と認められた。

事 業 主 体 補助金等の
名 称 補助対象事業等 補 助 対 象

事 業 費 等 補助金額等

学校法人
済 美 学 園

令和元年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

済美高等学校の
運営費

６８４，
５２６，１７５円

６５９，
７４２，０００円

〃 〃 済美平成中等教
育学校の運営費

３２０，
２６７，９１７円

２４５，
９１５，０００円

〃 〃 済美幼稚園の運
営費

７１，
５２９，２６１円

５１，
４８８，０００円

〃 令和元年度
愛媛県私立
高等学校授
業料減免事
業補助金

低所得世帯の授
業料軽減補助
（済美高等学校）

１１，
８０４，２５０円

１１，
８０４，２５０円

〃 〃 低所得世帯の授
業料軽減補助
（済美平成中等
教育学校）

８５６，８００円 ８５６，８００円

〃 令和元年度
愛媛県私立
中学校等授
業料軽減実
証事業費補
助金

低所得世帯の授
業料軽減及び実
証事業運営費
（済美平成中等
教育学校）

１，
０５４，６５８円

１，
０５４，６５８円

〃 令和元年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

済美幼稚園の子
育て相談事業等

１，
５６７，３００円

１，
０６０，０００円

学校法人
勝 山 学 園

令和元年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

勝山幼稚園の運
営費

１００，
３９７，９４９円

３４，
６４０，０００円

学校法人
た か ら 学 園

令和元年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

たから幼稚園の
運営費

２６，
０７４，４００円

１３，
０８３，０００円

〃 令和元年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

たから幼稚園の
子育て相談事業
等

２，
５１０，０００円

１，
３１０，０００円

宇 和 島 市 令和元年度
自主防災組
織活性化支
援事業費補
助金

自主防災組織の
組織活性化への
補助

４，
７９３，８００円

２，
３９６，０００円

〃 令和元年度
災害情報伝
達設備強化
支援事業費
補助金

高性能屋外放送
設備の整備等

８，
３０８，０００円

４，
１５４，０００円

〃 令和元年度
有害鳥獣総
合捕獲事業
費補助金

鳥獣捕獲者への
奨励金交付

３６，
４４４，０００円

１２，
９６５，５００円
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〃 令和元年度
ニホンジカ
狩猟捕獲森
林保全対策
事業費補助
金

ニホンジカ捕獲
者への奨励金交
付

１０，
０００，０００円

５，
０００，０００円

西 予 市 令和元年度
認定農業者
経営発展支
援事業費補
助金

農業用機械の整
備等

８，
０７４，５５０円

４，
０３４，０００円

〃 令和元年度
えひめ次世
代ファーマ
ーサポート
事業費補助
金

新規就農者支援 １２，
５３５，０２２円

５，
６１１，０００円

〃 令和元年度
有害鳥獣総
合捕獲事業
費補助金

鳥獣捕獲者への
奨励金交付

１５，
１１９，０００円

６，
３０９，５００円

〃 令和元年度
えひめ米政
策改革支援
事業費補助
金

水田農業活力創
造支援事業

４４，
７２２，３９７円

１４，
４８９，０００円

〃 令和元年度
畜産基盤施
設再生支援
事業費補助
金

既存施設の再生
整備等

４１，
１９７，５６５円

１３，
２５２，０００円

四 国 中 央 市 令和元年度
新ふるさと
づくり総合
支援事業費
補助金

地域づくり推進
事業

５，
０１４，８３９円

２，
４９６，０００円

一般社団法人
愛媛県トラック
協会

令和元年度
愛媛県運輸
事業振興助
成交付金

適正化事業等 ２２８，
３４６，６９６円

２２２，
９４５，０００円

一般社団法人
今治市医師会

令和元年度
地域医療体
制確保医師
派遣事業費
補助金

地域医療体制確
保のための医師
派遣

６９，
１９２，０００円

６９，
１９２，０００円

〃 令和元年度
愛媛県二次
救急医療支
援事業費等
補助金

二次救急医療支
援等

１４，
５９４，４５０円

１４，
５９３，０００円

〃 令和元年度
愛媛県看護
師等養成所
運営費補助
金

看護師養成所運
営費

３６，
０３６，０００円

３６，
０３６，０００円

一般財団法人
創精会松山記念
病院

令和元年度
愛媛県院内
保育事業運
営費補助金

院内保育事業運
営費

２５，
２９２，７１９円

１，
２９８，０００円

〃 令和元年度
愛媛県二次
救急精神科
医療支援事
業費補助金

二次救急精神科
医療支援事業費

２１，
２００，０００円

２１，
２００，０００円

特定非営利活動
法人
み こ と 会

令和元年度
愛媛県障が
い児（者）
施設等施設
整備費補助
金

グループホーム
ほのか新築工事

７４，
５６５，１５０円

３２，
８５０，０００円

愛媛県職業能力
開発協会

令和元年度
愛媛県職業
能力開発協
会補助金

技能検定試験に
関する業務等

９７，
２１８，７８２円

４１，
６６２，６００円

八幡浜商工会議
所

令和元年度
小規模事業
経営支援事
業費補助金

経営改善普及事
業等

４４，
１４１，９９９円

３６，
６４７，７４８円

公益社団法人
愛媛県畜産協会

令和元年度
愛媛県野生
動物侵入防
護柵設置事
業費補助金

野生動物侵入防
護柵設置

１７２，
７８８，２２３円

２８，
９１３，０００円

〃 令和元年度
愛媛県ＣＳ
Ｆ等防疫強
化緊急対策
整備事業費
補助金

車両消毒設備、
防鳥ネット等設
置

９３，
４７７，１７６円

２８，
３１１，０００円

西予市森林組合 令和元年度
造林事業補
助金

森林環境保全直
接支援事業、環
境林整備事業

２２，
５３５，３１０円

９，
０１４，１２４円

〃 令和元年度
造林事業補
助金（戦略
的）

森林環境保全直
接支援事業

２１５，
１７０，６８０円

８６，
０６８，２７２円

住友林業株式会
社新居浜山林事
業所

令和元年度
造林事業補
助金

森林環境保全直
接支援事業

９０，
０２８，３７０円

３６，
０１１，３４８円

〃 令和元年度
次世代の森
づくり促進
事業費補助
金

主伐材の搬出に
要する経費の補
助

２，
５０７，４００円

２，
５０７，４００円

社会福祉法人
潤 和 会

令和元年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウスひだ
まりの運営費

２２，
２３２，２９４円

１８，
５６８，０００円

社会福祉法人
日 親 会

〃 ケアハウスラ・
ファミーユの運
営費

２３，
７６９，９９９円

１７，
４００，０００円

社会福祉法人
双海夕なぎ会

〃 ケアハウス双海
夕なぎ荘の運営
費

１６，
５５１，９９０円

１４，
４１１，０００円

公益財団法人
えひめ産業振興
財団

令和元年度
愛 媛 県 創
業・経営基
盤強化総合
支援事業費
補助金

新事業創出、地
域資源発掘等に
係る支援体制整
備

４５，
１８７，６５６円

４４，
１４８，０００円

〃 令和元年度
愛媛グロー
カルビジネ
ス創出支援
事業費補助
金

地域密着型ビジ
ネスへの初期的
経費支援

３４，
２０１，５０１円

３４，
２０１，５０１円

〃 令和元年度
愛媛県高度
ＩＴ人材創
出・育成事
業費補助金

高度ＩＴ人材研
修等

４，
３１０，００６円

２，
６１２，２３１円

〃 令和元年度
愛媛県下請
企業振興事
業費補助金

下請企業振興に
係る支援体制整
備

１７，
３９４，０００円

１７，
３９４，０００円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉
協議会

令和元年度
愛媛県生活
福祉資金貸
付事業費補
助金

低所得者自立更
生の貸付金貸
付、緊急小口資
金貸付（コロナ
特例貸付）

３９０，
７２５，５３６円

３６１，
１１６，０００円

〃 令和元年度
愛媛県日常
生活自立支
援事業費補
助金

認知症高齢者等
の自立支援

４１，
２９９，０００円

４１，
２９９，０００円

〃 令和元年度
愛媛県福祉
サービス苦
情解決事業
費補助金

苦情処理体制整
備

６，
８４５，０００円

６，
８４５，０００円

〃 令和元年度
愛媛県保育
士修学資金
貸付等事業
費補助金

保育士修学資金
貸付

８，
７３９，０００円

８，
７３９，０００円

愛 媛 県 報令和３年２月２４日 第１８３号

１７０
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�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和３年２月２４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

公益財団法人
えひめ産業振興財
団

設立
昭和６１年１１月１日

基本金額
２，０２９，３３７，０００円

県出捐額
６４０，０００，０００円

令和２年１２月１８日

公益財団法人
愛媛県暴力追放推
進センター

設立
平成４年４月２４日

基本金額
６００，０００，０００円

県出捐額
３００，０００，０００円

令和２年１２月２１日

愛媛県土地開発公
社

設立
昭和４８年６月１日

資本金額
３０，０００，０００円

県出捐額
３０，０００，０００円

〃

公立大学法人
愛媛県立医療技術
大学

設立
平成２２年４月１日

基本金額
２，２０６，１７９，０００円

県出捐額
２，２０６，１７９，０００円

〃

公益財団法人
松山観光コンベン
ション協会

設立
平成３年１月１０日

基本金額
５２１，０００，０００円

県出捐額
１５０，０００，０００円

〃

公益財団法人
えひめ海づくり基
金

設立
昭和６１年１２月１２日

基本金額
２，６３２，２００，０００円

県出捐額
７８５，０００，０００円

令和２年１２月２３日

公益財団法人
えひめ農林漁業振
興機構

設立
昭和４６年９月８日

基本金額
１５，０００，０００円

県出捐額
１０，６５０，０００円

〃

一般財団法人
愛媛県廃棄物処理
センター

設立
平成５年９月１日

基本金額
１０，０００，０００円

県出捐額
２，５００，０００円

〃

（監査委員の除斥）

愛媛県土地開発公社に係る監査の実施について、地方自治法第１９９条

〃 令和元年度
愛媛県明る
い長寿社会
づくり推進
機構運営費
補助金

機構運営費等 １４，
３４４，０００円

１４，
３４４，０００円

公立大学法人
愛媛県立医療技
術大学

令和元年度
公立大学法
人愛媛県立
医療技術大
学運営費交
付金

愛媛県立医療技
術大学の運営費

６１９，
７３５，０００円

６１９，
７３５，０００円

〃 令和元年度
愛媛県介護
人材研修等
支援事業費
補助金

介護人材研修に
係る経費

６，
２５４，７４４円

６，
２５４，０００円

愛媛県森林組合
連合会

令和元年度
原木しいた
け等生産基
盤強化事業
費補助金

原木きのこ生産
拡大支援等

１４，
４７０，０００円

１４，
４７０，０００円

〃 令和元年度
森林整備円
滑化モデル
事業費補助
金

未利用材の搬出
に要する経費の
補助

２２，
５００，０００円

２２，
５００，０００円

〃 令和元年度
造林事業補
助金

花粉発生源対策
促進事業

５２，
１２４，２６０円

２０，
８４９，７０４円

〃 令和元年度
次世代の森
づくり促進
事業費補助
金

主伐材の搬出に
要する経費の補
助

５，
１３０，０００円

５，
１３０，０００円

公益財団法人
えひめ農林漁業
振興機構

令和元年度
新規就農促
進対策事業
費補助金

新規就農促進対
策（相談窓口運
営、人材育成、
就農促進事業
等）

７，
６９３，０００円

７，
６９３，０００円

〃 令和元年度
愛媛県農地
中間管理事
業等推進費
補助金

農地中間管理機
構の運営費

５４，
９９１，８５２円

５４，
９９１，８５２円

〃 令和元年度
愛媛県森林
整備担い手
確保育成対
策事業費補
助金

支援センター運
営費

５，
６００，０００円

２，
８００，０００円

〃 令和元年度
愛 媛 県 林
業・木材産
業成長産業
化促進対策
事業費補助
金

人材の確保、育
成、定着事業

１，
６５４，０００円

１，
６５４，０００円

一般財団法人
愛媛県廃棄物処
理センター

令和元年度
愛媛県廃棄
物処理セン
ター運営費
補助金

愛媛県廃棄物処
理センターの運
営 費（人 件 費
等）

２，７０１，
７０１，２４９円

２，５１１，
３７７，１２１円

〃 令和元年度
愛媛県廃棄
物処理セン
ター解体撤
去事業費補
助金

発注仕様書作成
等

３６，
９６４，０００円

３６，
９６４，０００円

愛 媛 県 報令和３年２月２４日 第１８３号

１７１



教育委員会告示
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�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和３年２月２４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

�愛媛県教育委員会告示第３号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第１０条第１項及び第２６条第５項の規定に基づき、次のとおり、愛媛県指定有形文化

財に指定し、及び愛媛県指定無形文化財の保持者として追加認定する。

令和３年２月２４日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

１ 指定する有形文化財

名 称 所 在 地 所 有 者 員 数

松山神社社殿
本殿・石の間・拝殿 １棟
附 棟札 １枚

元治二年乙丑三月
板札 １枚
元治元歳子
木造獅子口 ３具

唐門 １棟
透塀 ２棟
裏門 １棟
附 御供所廊 １棟

手水舎 １棟
木造鳥居 １基

松山市祝谷東町６４０番地 松山市祝谷東町６４０番地
宗教法人松山神社 ５棟

銅柄香炉 今治市東村四丁目１番１４号 今治市東村四丁目１番１４号
宗教法人真光寺 １柄

金銅金� 今治市東村四丁目１番１４号 今治市東村四丁目１番１４号
宗教法人真光寺 １口

２ 追加認定する無形文化財の保持者

名 称
保 持 者

氏 名 生年月日 住 所

砥部焼 山田ひろみ 昭和３２年９月５日 伊予郡砥部町五本松３６８番地

公益財団法人えひめ産業振興財団 〃

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和２年１２月２１日

特定非営利活動法人ラ・ファミリエ 〃

愛 媛 県 森 林 組 合 連 合 会 令和２年１２月２３日

（監査の結果）

令和元年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納その

他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好と認

められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

愛媛県営住宅管理グループ 中予地方局管内県営住宅 １７３，７０４，０００円

公益財団法人
え ひ め 産 業 振 興 財 団

テクノプラザ愛媛 ９１，５２０，７５０円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉協議会

愛媛県総合社会福祉会館 ６０，３３４，７８０円

特定非営利活動法人
ラ ・ フ ァ ミ リ エ

ファミリーハウスあい ０円

愛媛県森林組合連合会 えひめ森林公園 ２３，７４３，０００円

の２の規定により、�橋正浩監査委員を除斥した。

（監査の結果）

令和元年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好であったが、一部の団体において次の事項

が認められた。

令和元年度決算において、決算書類と会計帳簿の額に差異が生じてお

り、公益法人会計基準等に基づく会計処理が適切でないものがあった。

（公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛 媛 県 営 住 宅 管 理 グ ル ー プ 令和２年１２月１８日

令和３年２月２４日 発行

愛 媛 県 報令和３年２月２４日 第１８３号

１７２




